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内閣01
地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充及び延長
（オフィス減税、雇用促進税制）

内閣02 国家戦略特区における特別償却又は投資税額控除の延長

内閣03 国家戦略特区における所得控除制度の延長

内閣04 国際戦略総合特区における特別償却又は投資税額控除の特例措置の延長

内閣05 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の拡充・延長

番号 制度名

 内閣府

-17-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度 累計 単年度

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － －

H27 不明 4 － 4 不明 ▲151.3 － － － 不明 ▲27.8 － ▲37.7 ー ー ー ー － － 不明 不明 77 77 不明 －

H28 900 20 2.2% 20 ▲3,331.5 ▲1,582.3 47.5% － 99.3% ▲429.8 ▲14.1 3.3% ▲17.7 ー ー   － － 不明 0 157 80 不明 －

H29 94 31 33.0% 31 ▲1,636.6 ▲1,531.4 93.6% ー 90.1% ▲411.1 ▲27.0 6.6% ▲34.5 ー ー   － － 不明 94 228 71 不明 －

H30 606 25 4.1% － ▲4,041.0 ▲1,996.8 49.4% － － ▲1,095.6 ▲260.8 23.8% － ー ー   － － 不明 11 322 94 不明 －

R1 41 － － － ▲1,967.4 － － － － ▲143.1 － － － 不明 不明 － － －  ー ー 339 17  －

R2 54 － － － ▲3,610.0 － － － － ▲760.0 － － － 不明 不明 － － －  ー  － － － －

R3 59 － － － ▲3,940.0 － － － － ▲830.0 － － － 不明 不明 － － －  ー  － － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － －
R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － －

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標
達成度租特の直

接的効果

目標値
(件)

目標
達成度租特の直

接的効果

「2020年までの5年間で雇用者数増加のために必要な企業の地方拠点強化の件数
を7,500件増加」(平成30年度評価時)

将来予測 実績

【総括表】
租税特別措置等の適用実態

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（特別償
却）・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごと
の影響額（地方法
人二税・地方法人特
別税・百万円）

目標値 将来予測 実績

「企業の本社機能の地方への移転や地方における拠点の強
化を促進することで、地方における雇用を創出する」（令和
元年度評価時から）

（注）　内閣01は、評価書に記載されている関係条項別（オフィス減税分、雇用促進税制分）に「点検シート」及び「点検結果表」を作成している。

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（特別控
除）・％）

   制度名
（措置名）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H27 区分 拡充・延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1内閣01ー1） （評価実施府省：内閣府）
【基本情報】

  地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充及び延長
  （地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）（オフィス減税）

措置の内容

平成29年度時点  　地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法の認定を受けた法人が、認定後2年経過日までに、地方活力向上地域内において、特定建物等の取得等をした場合には、取得価額の①15％（移転型計画の場合には
25％）の特別償却又は②4％（移転型計画の場合には7％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度）ができる。

平成30年度税制改正以後 　移転型事業の対象地域に準地方活力向上地域とされた近畿圏の中心部及び中部圏の中心部が追加された。

令和元年度税制改正以後

過去の政策評価の実績

 　従前どおり

　企業の地方への本社機能移転等を促進することで、地方における雇用を創出すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 企業の本社機能移転等を促進し、地方における雇用創出を図るため、地方拠点強化税制を延長するとともに、人手不足を踏まえた雇用増加要件の緩和等の雇用促進税制の拡充等を行う。

　H27内閣04、H28内閣02、H29内閣01、H30内閣01－1

  措法第42条の11の3、第68条の15

【R1 内閣01】-18-



【R1 内閣01】
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【R1 内閣01】-20-



【R1 内閣01】
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（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度 累計 単年度

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － ー － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － ー － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － ー － － －
H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － ー － － －
H27 不明 7 － 7 不明 ▲3.8 － － 不明 ▲0.5 － 内訳不明 ー ー ー ー － － 不明 不明 4,447 4,447 不明 －
H28 1,500 5 0.3% 5 ▲7,370.0 ▲4.9 0.1% － ▲950.7 ▲0.6 0.1% 内訳不明 ー ー   － － 不明 8,190 7,672 3,225 不明 －
H29 18 7 38.9% 11 ▲73.0 ▲49.1 67.2% 内訳不明 ▲9.4 ▲6.3 67.0% 内訳不明 ー ー   － － 不明 不明 10,465 2,793 不明 －
H30 1,417 13 0.9% － ▲6,307.0 ▲112.7 1.8% － ▲814.0 ▲14.5 1.8% － ー ー   － － 不明 8,045 13,878 3,413 不明 －
R1 9 － － － ▲109.6 － － － ▲7.7 － － － 不明 不明 － － －  ー  14,148 270  －
R2 24 － － － ▲169.0 － － － ▲12.0 － － － 不明 不明 － － －  ー  ー － － －
R3 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －  ー  ー － － －
R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － ー － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － ー － － －

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合
（法人税・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごと
の影響額（法人住
民税・百万円）

租特の直
接的効果

目標値

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標
達成度租特の直

接的効果

目標値
（累計）
（人）

減収額
（法人住民税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

（注）　内閣01は、評価書に記載されている関係条項別（オフィス減税分、雇用促進税制分）に「点検シート」及び「点検結果表」を作成している。

目標
達成度

「企業の本社機能の地方への移転や地方における拠点の
強化を促進することで、地方における雇用を創出する」(令
和元年度評価時から)

将来予測 実績
将来予測 実績

「2020年までの5年間で、本社機能の一部移転等により強化した企業の地方拠点
における雇用者数を4万人増加」(平成30年度評価時)

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 H27 区分 拡充・延長

　 企業の地方への本社機能移転等を促進することで、地方における雇用を創出すること。

過去の政策評価の実績

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　企業の本社機能移転等を促進し、地方拠点強化税制を延長するとともに、人手不足を踏まえた雇用増加要件の緩和等の雇用促進税制の拡充等を行う。

　H27内閣04、H28内閣02、H29内閣01、H30内閣01ー2

  措法第42条の12、第68条の15の2

【基本情報】
＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1内閣01-2） （評価実施府省：内閣府）

  地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充及び延長
  （特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除）（雇用促進税制）

(1)  次の①から④までの要件を満たす場合には、40万円に特定地域基準雇用者数を乗じて計算した金額の税額控除（当期の法人税額の10％（中小企業者等は20％）を限度）ができる。
 ① 適用年度等において事業主都合による離職者がいないこと
 ② 基準雇用者数が5人以上（中小企業者等は2人以上）であること
 ③ 基準雇用者割合が10％以上であること又は前期末の雇用者の数が零であること
 ④ 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること

   制度名
（措置名）

措置の内容

 　従前どおり令和元年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後

・ 上記⑴の措置を廃止（平成30年4月1日前に開始した事業年度について適用）
・ 上記⑵の措置について、⑵③を廃止し、⑵①及び②に係る税額控除額を上乗せする要件を基準雇用者割合が8％以上（移転型事業は5％以上）であることとする。
・ 上記⑶の措置における地方事業所特別税額控除限度額を、特定業務施設が準地方活力向上地域内にある場合には、20万円に地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とする。
・ 税額控除額の上限を当期の法人税額の20％（改正前：30％）に引下げ

(2)  地域再生法の認定事業者が、上記(1)の要件のうち③以外の要件を満たす場合には、次の金額の合計額の税額控除（上記(1)及び地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の税額控除と合計して当期の法人税額の30％
を限度）ができる。

 ① 30万円（上記⑴③の要件も満たす場合には60万円）に、地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額
 ② 20万円（上記⑴③の要件も満たす場合には50万円）に、新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除した数のうちその新規雇用者総数の40％相当数に達するまでの数とその地方事業所基準雇用者数からその新規雇用者総数を控
 除した数とを合計した数を乗じて計算した金額

 ③ 10万円（上記⑴③の要件も満たす場合には40万円）に、新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除した数のうちその新規雇用者総数の40％相当数を超える部分の数を乗じて計算した金額
(3)  上記(2)の適用を受ける又は受けた地域再生法の認定事業者は、30万円に地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額の税額控除（上記(1)、(2)及び地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の税額控除と合

 計して当期の法人税額の30％を限度）ができる。

平成29年度時点

【R1 内閣01】-22-



【R1 内閣01】
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【R1 内閣01】
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【R1 内閣01】-26-



【R1 内閣01】
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【R1 内閣01】
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30  

30

339 178
1.9  

3

30

339 178
1.9  

30 10 3
10/7

16 6
16/10  

1
47.6 5.4  

【R1 内閣01】-30-



30 94 28
30 (11 ) 2 116  

46
54  

29.1
26.1  

31.0 29.0  

32.8  

36.1

32.8 7.0 2.3  

29.1 5.6 1.6  
1.6 189.4 3.0  

29.1 0.6 0.2  
1.6 3.0 0.2 4.8  

36.1 7.0 2.5  

31.0 5.6 1.7  
1.7 189.4 3.2  

31.0 0.6 0.2  
1.6 3.0 0.2 5.1  

116 28 30 (11 )
128  

46
59  

29.1 59 54 31.8  
26.1 59 54 28.5  

31.0 59 54 33.9  
29.0 59 54 31.7  

32.8 59 54 35.8  

36.1 59 54 39.4   

2.3 59 54 2.5  

4.8 59 54 5.2  

2.5 59 54 2.7  

5.1 59 54 5.6  

【R1 内閣01】
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30 94 28
30 (11 ) 2 116  

17
20  

23 116 23
143  

24  

0.90  

1.69  

0.9 7.0 0.06  

1.69 7.0 0.12  

【R1 内閣01】-32-
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27 28 29 23.2

27  
300,897   23.9   71,914  

 71,914   79,363   151,277  
28  

137,268   23.4  32,120  
= 32,210   1,550,067   1,582,277  

32,000   23.2   7,424  
 7,424   1,960,000   1,967,424  

30
30  

30  

1996.8  12.9   257.6  

 25   3.8   0.95  
 0.95   219.9%  2.09  

 25   0.61   0.15  
260.8  

 

1,967.4   7.0  = 137.7  

【R1 内閣01】-34-



 32   5.6   1.8  
 1.8  189.4%  3.4  

 32   0.6   0.2  
143.1  

【R1 内閣01】
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27 30 7.0

27  
3.8   12.9   0.49  
28  
4.9   12.9   0.63  
29  
49.1   12.9   6.33  
30  
112.7   12.9   14.54  

 

109.6   7.0   7.67  

【R1 内閣01】
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（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 4 － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － 15 － － － － － － － － － － － －

H26 不明 0 － 0 不明 ▲0 － － － 不明 ▲0 － － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H27 3 2 66.7% 2 ▲56.0 ▲13.0 23.2% － － ▲21.0 ▲3.0 14.3% ▲2.2 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H28 4 1 25.0% 1 ▲577.0 ▲3.3 0.6% － － ▲182.0 ▲1.1 0.6% ▲1.6 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H29 4 4 100.0% 2 ▲500.0 ▲264.0 52.8% － － ▲2.0 ▲1.2 60.0% － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － 5,683 不明 不明 －

H30 4 5 125.0% － ▲1,692.0 ▲609.0 36.0% － － ▲3.0 ▲0.7 23.3% － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 80,000,000 17,724 不明 不明 －

R1 2 － － － ▲2,740.0 － － － － ▲10.0 － － －   － － －   － － －   － － －

R2 2 － － － ▲1,072.0 － － － － ▲0 － － －   － － －   － － －   － － －

R3 1 － － － ▲3,400.0 － － － － ▲694.0 － － －   － － －   － － －   － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等の適用実態

「2020年までに、（世界銀行「Doing Business」
（ビジネス環境ランキング）において、日本が先進国
３位以内に入る（2016年10月公表時26
位））」(H29評価時)

「2020年までに、森記念財団都市戦略研究所「世
界の都市総合力ランキング」において、東京が３位以
内に入る（2016年10月公表時３位）」（H29評
価時）

「今後3年間（2016・2017・2018年度）のうち
に、設備投資を年間80兆円程度に拡大させることを
目指す」（H29評価時）

目標値
(位)

目標
達成度

目標値
（位） 将来予測 実績

【総括表】

租特の直
接的効果

実績

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査
における適用
額の上位10社
割合（法人税
（特別償
却）・％）

適用実態調査
における適用
件数（法人
税・件）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標
達成度

適用実態調査
における適用
額の上位10社
割合（法人税
（特別控
除）・％）

適用実態調査にお
ける租税特別措置
ごとの影響額（地
方法人二税・地方
法人特別税・百万
円）

租特の直
接的効果

目標
達成度租特の直

接的効果

目標値
（百万円） 将来予測 実績

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H26 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1内閣02） （評価実施府省：内閣府）

  国家戦略特区における特別償却又は投資税額控除の延長
　（国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除）

措置の内容

平成29年度時点  　国家戦略特別区域法の一定の特定事業の実施主体として認定区域計画に定められた法人が、国家戦略特別区域内において、特定機械装置等の取得等をした場合には、取得価額の①50％（建物等は25％）の特別償却又は②15％
（建物等は8％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度）ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後

・ 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等については特別償却割合を45％（建物等は23％）に、税額控除割合を14％（建物等は7％）に、それぞれ引き下げ
・ 対象事業を一部除外

【基本情報】
   制度名
（措置名）

 　従前どおり

過去の政策評価の実績

　 大胆な規制・制度改革を通して経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力の強化とともに、国際的な経済活動の拠点の形成を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年間延長する。

　H26内閣06、08、H27内閣05、H29内閣02

  措法第42条の10、第68条の14

【R1 内閣02】-40-



【R1 内閣02】

-41-



【R1 内閣02】-42-



【R1 内閣02】
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【R1 内閣02】-44-



【R1 内閣02】
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【R1 内閣02】-46-



【R1 内閣02】

-47-



【R1 内閣02】-48-



【R1 内閣02】

-49-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標③ 目標④ 目標⑤

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － ー － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － 24 － － － － 4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 不明 0 － 0 不明 ▲0 － － 不明 ▲0 － － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 3 不明 － － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －     －

H29 1 1 100.0% 0 ▲0.1 ▲3.9 5542.9% － ▲0.0 ▲0.9 5838.9% － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 3 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －     －

H30 4 1 25.0% － ▲28.6 ▲14.3 49.9% － ▲6.3 ▲3.2 50.7% － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 3 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －     －

R1 4 － － － ▲36.7 － － － ▲7.8 － － － ー ー － － － ー ー  － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － －

R2 4 － － － ▲36.7 － － － ▲7.8 － － － ー ー － － － ー ー  － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － －

R3 3 － － － ▲31.6 － － － ▲6.7 － － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － ー － － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 10.0% － － － － 0 － － － － － － － － － ４割程度 － － － －

租特の直
接的効果

実績 目標
達成度

「2027年6月までに、キャッシュレス比率を倍増し、4
割程度とすることを目指す」（平成29年度評価時）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標値
（％） 将来予測実績 目標

達成度
目標値
（％） 租特の直

接的効果
実績

「ベンチャー企業へのVC投資額の対名目GDP比を
2022年までに倍増させることを目指す」（平成29年
度評価時）

租特の直
接的効果

「開業率が廃業率を上回る状態にし、開業・廃業率
が米国・英国レベル（10％台）になることを目指す
（廃業率）」（平成29年度評価時）

目標値
（％） 将来予測目標

達成度租特の直
接的効果

実績 目標
達成度租特の直

接的効果

目標値
（位） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

目標値
（％） 将来予測 実績 目標

達成度
目標値
（位） 将来予測 将来予測

目標②－2

「2020年までに、世界銀行のビジネスランキングにお
いて、日本が先進国3位以内に入る（2015年19
位）」（平成29年度評価時）

「2020年までに、世界の都市総合ランキングにおい
て、東京が3位以内に入る（2014年4位）」（平成
29年度評価時）

「開業率が廃業率を上回る状態にし、開業・廃業率
が米国・英国レベル（10％台）になることを目指す
（開業率）」（平成29年度評価時）

目標②－1

【総括表】

適用実態
調査におけ
る適用件数
（法人税・
件）

適用実態調査
における租税特
別措置ごとの影
響額（地方法
人二税・地方
法人特別税・
百万円）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

適用実態
調査におけ
る適用額の
上位10社
割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H28 区分 延長

  措法第61条、第68条の63の2

過去の政策評価の実績

  大胆な規制・制度改革を通して経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力の強化とともに、国際的な経済活動の拠点の形成を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年間延長する。

　H26内閣01、H27内閣01、H29内閣03

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1内閣03） （評価実施府省：内閣府）

  国家戦略特区における所得控除制度の延長
  （国家戦略特別地域における指定法人の課税の特例）

措置の内容

平成29年度時点 　国家戦略特別区域法の指定法人は、設立後5年間、国家戦略特別区域において行われる特定事業に係る所得金額の20％の特別控除ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後

 　従前どおり

 　従前どおり

   制度名
（措置名）

【基本情報】

【R1 内閣03】-50-
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【R1 内閣03】
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【R1 内閣03】-54-



【R1 内閣03】
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【R1 内閣03】-56-



【R1 内閣03】

-57-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 140 0 0.0% 2 ▲1,000.0 ▲0 0.0% － － ▲257.0 ▲0 0.0% ▲11.3 不明 不明 不明 不明 － ー － － ー －

H24 140 27 19.3% 19 ▲1,000.0 ▲2,395.4 239.5% － 98.9% ▲257.0 ▲443.2 172.4% ▲32.3 不明 不明 不明 不明 － － － － ー －

H25 70 47 67.1% 37 ▲5,950.0 ▲3,038.3 51.1% － 87.0% 不明 ▲567.0 － ▲71.5 不明 不明 不明 不明 － － － － ー －

H26 70 61 87.1% 43 ▲5,950.0 ▲7,930.0 133.3% － 90.5% 不明 ▲1,470.0 － ▲35.4 430 不明 385 不明 89.5% － － － ー －

H27 62 42 67.7% 48 ▲7,171.3 ▲7,080.0 98.7% 99.9% 85.2% ▲1,193.1 ▲120.0 10.1% ▲173.1 776 不明 776 不明 100.0% － － － ー －

H28 29 43 148.3% 28 ▲2,094.3 ▲3,690.0 176.2% － 88.3% ▲302.2 ▲30.0 9.9% ▲11.4 1,310 不明 1,214 不明 92.7% － －   －

H29 66 43 65.2% 29 ▲5,827.7 ▲4,120.0 70.7% － 88.9% ▲510.0 ▲110.0 21.6% ▲220.7 170 不明 179 不明 105.3% 173 不明 233 不明 134.7%

H30 39 31 79.5% － ▲2,898.9 ▲2,470.0 85.2% － － ▲110.0 ▲140.0 127.3% － 510 不明 600 不明 117.6% 329 不明 684 不明 207.9%

R1 40 － － － ▲4,650.0 － － － － ▲0 － － －  不明 － － －  不明 － － －

R2 26 － － － ▲5,270.0 － － － － ▲70.0 － － －  不明 － － － 641 不明 － － －

R3 7 － － － ▲300.0 － － － － ▲0 － － － 2,600 不明 － － － 不明 不明 － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

R5～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（特別償
却）・％）

目標値
（社）

（累計）

適用実態調査
における適用
件数（法人
税・件）

適用実態調査に
おける適用額の
上位10社割合
（法人税（特
別控除）・％）

適用実態調査に
おける租税特別
措置ごとの影響額
（地方法人二
税・地方法人特
別税・百万円）

租特の直
接的効果

目標値
（億円）
（累計）

目標
達成度

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

【総括表】

目標
達成度租特の直

接的効果

北海道フードコンプレックス国際総合戦略特区
「特区が関与した食品の輸出額・輸入代替額　（平成28年
度に対する5年間（平成29年度～令和3年度まで）の売上
増加額累計：2,600億円））」

つくば国際戦略総合特区
「ライフイノベーション・グリーンイノベーションの推進による産業化
促進連携企業数　（173社（平成29年度）→641社（令
和2年度））」

実績将来予測 将来予測 実績

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H23 区分 延長過去の政策評価の実績

   産業の国際競争力の強化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

   措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年間延長する。

  H22内閣10、H24内閣03、H25内閣05、H27内閣06、H29内閣04

  措法第42条の11、第68条の14の2

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1内閣04） （評価実施府省：内閣府）

   国際戦略総合特区における特別償却又は投資税額控除の特例措置の延長
   （国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）

措置の内容

平成29年度時点  　総合特別区域法の指定法人が、国際戦略総合特別区域内において、特定機械装置等の取得等をした場合には、取得価額の①40％（建物等は20％）の特別償却又は②12％（建物等は6％）の税額控除（当期の法人税
額の20％を限度）ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後

  制度名
（措置名）

・ 平成31年4月１日から平成32年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等については特別償却割合を34％（建物等は17％）に、税額控除割合を10％（建物等は5％）に、それぞれ引き下げ
・ 対象事業を一部除外

 　従前どおり

【基本情報】
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【総括表の別紙】

目標④ 目標⑤ 目標⑧ 目標⑨ 目標⑩

H23 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － ー ー － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H24 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － ー ー － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H25 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － ー ー － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H26 8 不明 8 不明 100.0% 20 不明 31 不明 155.0% － － ー ー － 46 不明 27 不明 58.7% 5,200 不明 7,150 不明 137.5% 5,200 不明 7,150 不明 137.5% 164 不明 142 不明 86.6% 12,700 不明 12,800 不明 100.8%

H27 9 不明 9 不明 100.0% 35 不明 46 不明 131.4% － － ー ー － 79 不明 50 不明 63.3% 5,800 不明 8,547 不明 147.4% 5,800 不明 8,547 不明 147.4% 307 不明 323 不明 105.2% 16,500 不明 20,300 不明 123.0%

H28 10 不明 9 不明 90.0% 50 不明 50 不明 100.0% － －  ー － 110 不明 97 不明 88.2% 6,700 不明 7,393 不明 110.3% 6,700 不明 7,393 不明 110.3% 450 不明 443 不明 98.4% 21,000 不明 24,000 不明 114.3%

H29 ー ー   － 10 不明 10 不明 100.0% 115 不明 119 不明 103.5% ー ー   － 7,000 不明 7,925 不明 113.2% 7,000 不明 7,925  113.2% 470 不明 510  108.5% 26,700 不明 31,000 不明 116.1%

H30 ー ー   － 20 不明 20 不明 100.0% 196 不明 260 不明 132.7% ー ー   － 7,400 不明 7,598 不明 102.7% ー ー   － 490 不明 590  120.4% 33,500 不明 35,300 不明 105.4%

R1 ー ー －  － 不明 不明 － － －  不明 － － － ー ー － － －  不明 － － － ー ー － － －  不明 －  －  不明 － － －

R2 ー ー － － － 不明 不明 － － －  不明 － － － ー ー － － － 8,200 不明 － － － ー ー － － －  不明 － － － 51,900 不明 － － －

R3 － － － － － 不明 不明 － － － 475 不明 － － － － － － － － 不明 不明 － － － ー － － － － 570 不明 － － － 不明 不明 － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

R5～
／未定 － － － － － 40 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

実績将来予測将来予測 実績 将来予測 実績 将来予測目標
達成度

目標値
（億円）
(累計)

実績 将来予測 実績

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

租特の直
接的効果

目標
達成度租特の直

接的効果
租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

実績 目標
達成度

目標値
（億円）
（累計）

目標
達成度租特の直

接的効果
租特の直
接的効果

目標
達成度

目標値
（億円）
（累計）

目標値
（億円） 将来予測 実績将来予測 実績 目標

達成度
目標値
（億円)

将来予測租特の直
接的効果

目標
達成度

目標値
（億円）
（累計）

目標値
（億円）

目標⑥

アジアＮｏ．1航空宇宙産業クラスター形成特区
「我が国（中部地域（愛知県・岐阜県を中心とした
5県）の航空宇宙産業の国際市場シェア）（代替
指標：中部地域における航空機・部品の生産高）」
（平成29年度評価時）

関西イノベーション国際戦略特区
「研究段階（入口）における効果　（特区支援制
度活用による医薬品・医療機器関連設備投資額
平成23年度～令和3年度の累積570億円）」

グリーンアジア国際戦略総合特区
「当地域が貢献する環境を軸とした産業の年間売上
高（約0.2兆円（平成22年12月現在）→約5.19
兆円（令和2年12月））」

京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区
「特区事業の実施によるライフイノベーション分野におけ
る経済効果（特区関連事業による投資額　5年間
（平成29年度～令和3年度）累計：475億円）」

京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区
「医療・健康産業の創出に伴う経済波及効果（検
体・情報基盤に対する設備投資額（累計））」（平
成29年度評価時）

アジアヘッドクォーター特区
「外国企業のアジア統括拠点及び研究開発拠点の誘
致（4年間で40社以上誘致（対象業種：IoT、ビッ
グデータ、AI等の第4次産業革命関連企業を中心とし
た東京（日本）の成長を促す業種））」

目標③

目標値
（件）

（累計）

つくば国際戦略総合特区
「産学官連携による新規プロジェクト創出数（累積）」
（平成29年度評価時）

目標
達成度

アジアＮｏ．1航空宇宙産業クラスター形成特区
「中部地域における航空宇宙産業の生産高（8.7千
億円（平成25年度）→11.8千億円（令和2年
度）　代替指標：中部地域における航空機・部品の
生産高」

目標⑦
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（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度 累計 単年度

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H27 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H28 不明 58 － 58 不明 ▲6.1 － 89.8% 不明 ▲6.0 － ▲6.0 － － 不明 不明 － － － － 7.5 7.5 不明 －
H29 不明 116 － 116 不明 ▲27.5 － 78.0% 不明 ▲238.9 － ▲238.9 － － 不明 不明 － － － － 31.1 23.6 不明 －
H30 542 174 32.1% － ▲55.5 ▲27.5 49.6% － ▲331.2 ▲495.7 149.6% － 不明 不明 74.9 不明 － － － 25.4 65.6 34.5 不明 －
R1 174 － － － ▲27.5 － － － ▲495.7 － － － 80 80 － － － 75 100.7 35.1 － － － －
R2 696 － － － ▲447.5 － － － ▲3,154.0 － － － 80 80 － － － ー 240.7 140 － － － －
R3 974 － － － ▲626.5 － － － ▲4,415.6 － － － 80 80 － － － ー 440.7 200 － － － －
R4 974 － － － ▲626.5 － － － ▲4,415.6 － － － 80 80 － － － ー 640.7 200 － － － －
R5 974 － － － ▲626.5 － － － ▲4,415.6 － － － 80 80 － － － ー 840.7 200 － － － －
R6 974 － － － ▲626.5 － － － ▲4,415.6 － － － 80 80 － － － 1,000 1040.7 200 － － － －

R7～／
未定 ー － － － ー － － － － － － － － － － － － ー ー ー － － － －

租税特別措置等の適用実態

租特の直
接的効果

実績目標値
(％)

目標
達成度将来予測

将来予測 実績

【総括表】

適用実態調
査における適
用件数（法
人税・件）

適用実態調査
における租税特
別措置ごとの影
響額（地方法
人二税・地方法
人特別税・百万
円）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用実態調
査における適
用額の上位
10社割合
（法人
税・％） 目標値

(億円)
（累計）

目標
達成度租特の直

接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万

円）

「令和6年度までに、本税制を活用した事業の目標が
十分に達成されること（測定指標：令和6年度まで毎
年度、本税制を活用した地方公共団体のうち、「目標
以上を達成」「概ね目標を達成」「目標達成に向け順
調に推移」と回答した団体が8割を超える）」

「地方公共団体が行う地方創生事業に対する寄附額を把握し、令和元年
度までに累計75億円、本税制の拡充・延長が行われた場合には、令和6
年度までに累計約1,000億円以上」

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H28 区分 拡充・延長

　措法第42条の12の2、第68条の15の3、地方税法附則第8条の2の2、第9条の2の2

過去の政策評価の実績

　地方公共団体の実施する一定の地方創生事業に対して企業が寄附を行うことを促すことにより、地方創生に取り組む地方を応援すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 地方創生を推進するため、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、更に寄附しやすくなるよう、税制措置の拡充・延長を図る。
（１） 令和元年度までとなっている税額控除の特例措置を5年間（令和6年度まで）延長すること。

 ・制度創設（平成28年度税制改正）時と同様に、国の次期総合戦略の期間（令和2年度～令和6年度）と合わせる。
（２） 税額控除割合を3割から6割に引き上げること。

 ・各税目の控除割合及び法人税の寄附額に対する控除限度額は現行の2倍とする（各税目の税額に対する控除上限は現行のとおり）。
（３） 個別事業を認定する方式から、包括的な認定とし、法適合性を事後報告する方式に転換すること。（認定手続の簡素化）
（４） 併用可能な国の補助金・交付金の範囲を拡大すること。
（５） 寄附時期の制限を大幅に緩和すること。

　H27内閣（地方創生応援税制の創設（「企業版ふるさと納税」））、H30内閣05

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1内閣05） （評価実施府省：内閣府）

　地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の拡充・延長
　（認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除）

措置の内容

平成29年度時点  　法人が地域再生法の認定地方公共団体が行ったまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金（特定寄附金）を支出した場合には、その支出した特定寄附金の額の20％から地方税法の規定により法人住民税から控除される金
額を差し引いた金額（支出した特定寄附金の額の10％を限度）の税額控除（当期の法人税額の5％を限度）ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後 　対象事業に地方創生関係交付金による事業も含まれることの明確等、運用の改善を実施

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）
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